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○ 取扱い 

 皮膚そう痒症に対するシクロホスファミド水和物（エンドキサン錠等）

の算定は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 エンドキサン錠の添付文書の効能・効果は、「多発性骨髄腫等、様々な

悪性腫瘍の自覚的並びに他覚的症状の緩解、細胞移植に伴う免疫反応の抑

制、全身性 ALアミロイドーシス、治療抵抗性のリウマチ性疾患、ネフロ

ーゼ症候群（副腎皮質ホルモン剤による適切な治療を行っても十分な効果

がみられない場合に限る。）」であり、皮膚搔そう痒症は、適応疾患に該当

しない。 

 以上のことから、皮膚搔そう痒症に対するシクロホスファミド水和物

（エンドキサン錠等）の算定は、原則として認められないと判断した。 

 


